
1 第１編
第１章

P1 市は、市民等の生命、身体及び財産を保護する責務に鑑
み、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施する
ため、以下のとおり、市の責務を明らかにするとともに、市
の国民の保護に関する計画の趣旨、構成等について定め
る。

市は、市民等の生命、身体及び財産を保護する責務にか
んがみ、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施
するため、以下のとおり、市の責務を明らかにするととも
に、市の国民の保護に関する計画の趣旨、構成等につい
て定める。

・文言修正

2 第１編
第１章
１　市の責務
及び市国民保
護計画の位
置づけ

P1
(2) 市国民保
護計画の位
置づけ

市国民保護計画は、国民保護法第35条の規定に基づき作
成するものであり、本市における国民保護措置の実施に
関し、総合的かつ基本的な性格を有するものである。

市は、その責務にかんがみ、国民保護法第35条の規定に
基づき、市国民保護計画を作成する。

・市国民保護計
画の位置付けに
合わせた内容と
なるよう修正

3 第１編
第１章
４　市国民保
護計画の見
直し、変更手
続

P2
 (1) 市国民保
護計画の見
直し

市国民保護計画については、国における国民保護措置に
係る研究成果や新たなシステムの構築、県国民保護計画
の見直し、国民保護措置についての訓練の検証結果等を
踏まえ、不断の見直しを行う。

市国民保護計画については、今後、国における国民保護
措置に係る研究成果や新たなシステムの構築、県国民保
護計画の見直し、国民保護措置についての訓練の検証結
果等を踏まえ、不断の見直しを行う。

・文言修正

4 第１編
第１章
４　市国民保
護計画の見
直し、変更手
続

P3
(2) 市国民保
護計画の変
更手続

市国民保護計画の変更に当たっては、計画作成時と同
様、国民保護法第39条第３項の規定に基づき、市国民保
護協議会に諮問のうえ、県知事に協議し、速やかに市議
会に報告し公表する。

市国民保護計画の変更に当たっては、計画作成時と同
様、国民保護法第39条第３項の規定に基づき、市国民保
護協議会に諮問のうえ、県知事に協議する。また、変更後
は、速やかに市議会に報告し公表する。

・文言修正

5 第１編
第１章
５ 　用語の定
義

P4
（避難・救援
関連）

・要配慮者
高齢者、障害者、傷病者、妊産婦、乳幼児及び外国人等
その他の特に配慮を要する者のこと（災害対策基本法第８
条第２項関係）
・避難行動要支援者
要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそ
れがある場合に自ら避難することが困難な者であって、そ
の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要す
るもの（災害対策基本法第49条の10第２項関係）
・特定物資
救援の実施に必要な物資(医療品、食品、寝具その他国民
保護法施行令第12条で定める物資に限る。)であって生
産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り
扱うもの

（追加） ・災害対策基本
法で定める要配
慮者及び避難行
動要支援者の定
義を追加
・特定物資の定
義を追加

長岡市国民保護計画変更素案（新旧対照表）
No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

資料１－２ 
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No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

6 第１編
第１章
５ 　用語の定
義

P5
（関係機関・
施設関連）

（追加）
・消費者庁
・原子力規制事務所
・要配慮者利用施設
高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要
する者が利用する施設

（変更）
・原子力規制委員会
・防衛省
・地方防衛局

（追加）

（変更）
・原子力安全・保安院
・防衛施設庁
・防衛施設局

・省庁等の変更に
伴う修正

7 第１編
第２章
１　国民保護
措置に関する
基本方針

P6
(6) 要配慮者
への配慮及び
国際人道法
の的確な実施

(6) 要配慮者への配慮及び国際人道法の的確な実施
市は、国民保護措置の実施に当たっては、要配慮者の保
護について留意する。

(6) 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な
実施
市は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害
者、乳幼児、児童及び外国人等特に配慮を要する者の保
護について留意する。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

8 第１編
第２章
１　国民保護
措置に関する
基本方針

P6
(7) 指定公共
機関及び指定
地方公共機
関の自主性
の尊重

市は、日本赤十字社が実施する国民保護措置について
は、その特性に鑑み、その自主性を尊重するとともに、放
送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関が
実施する国民保護措置については、放送の自律を保障す
ることにより、その言論その他表現の自由に特に配慮す
る。

市は、日本赤十字社が実施する国民保護措置について
は、その特性にかんがみ、その自主性を尊重するととも
に、放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機
関が実施する国民保護措置については、放送の自律を保
障することにより、その言論その他表現の自由に特に配慮
する。

・文言修正

9 第１編
第２章
１　国民保護
措置に関する
基本方針

P7
(9) 地域特性
等への配慮

本市は３度の市町村合併により11市町村が新市を構成
し、面積は約891km2である。市の中央を南北に信濃川が
貫流し、守門岳から日本海まで変化に富んだ自然風土を
有している。本庁のほか支所10か所が設けられている。
気候は、夏は高温多湿である一方、冬は季節風が強く降
雪があるという日本海側特有の傾向が見られる。本市及
びその周辺地域は、全国でも有数の豪雪地帯である。
本市の人口は約27万人で、高齢化率は29.7％と全国
27.3％に比べやや高く、中山間地では高齢化率がさらに高
くなっている。

本市は２度の市町村合併により10市町村が新市を構成
し、面積は約840km2である。市の中央を南北に信濃川が
貫流し、守門岳から日本海まで変化に富んだ自然風土を
有している。本庁のほか支所９か所が設けられている。
気候は、夏は高温多湿である一方、冬は季節風が強く降
雪があるという日本海側特有の傾向が見られる。本市及
びその周辺地域は、全国でも有数の豪雪地帯である。
本市の人口は約28万人で、高齢化率は23.0％と全国
21.0％に比べやや高く、中山間地では高齢化率がさらに高
くなっている。

・川口町との合併
に伴う修正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

10 第１編
第３章
２ 　各機関の
事務又は業
務の大綱

P10
【市の事務】

・市組織変更に伴
う修正

11 第１編
第３章
２ 　各機関の
事務又は業
務の大綱

P11
【指定地方行
政機関】

（削除）

（追加）
・北関東防衛局
１　所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整

・東京防衛施設局
１　所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整

（追加）

・機関の変更に伴
う修正

12 第１編
第３章
２ 　各機関の
事務又は業
務の大綱

P12
【指定公共機
関及び指定地
方公共機関】

（変更）
・日本郵便株式会社

（変更）
・日本郵政公社

・機関の変更に伴
う修正

13 第１編
第４章
１　地　形

P13 信濃川に沿って開かれた広大な新潟平野の南端に位置
し、市域は東西42.6km、南北59.3km、面積891.06km2で、
新市のほぼ中央部を信濃川が北流しており、東は福島県
境近くの守門岳に、西は佐渡を望む日本海にまで達した市
域の中心部に市街地が展開しており、これをとりまくように
農地が広がっている。

信濃川に沿って開かれた広大な新潟平野の南端に位置
し、市域は東西42.6km、南北53.4km、面積840.88km2で、
新市のほぼ中央部を信濃川が北流しており、東は福島県
境近くの守門岳に、西は佐渡を望む日本海にまで達した市
域の中心部に市街地が展開しており、これをとりまくように
農地が広がっている。

・川口町との合併
に伴う修正

14 第１編
第４章
１　地　形

P13 ・川口町との合併
に伴う修正
・誤りの修正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

15 第１編
第４章
２ 　合併によ
る市域の拡大

P13 長岡市は、平成17年４月１日に中之島町・越路町・三島町・
山古志村及び小国町の５町村、平成18年１月１日に和島
村・寺泊町・栃尾市・与板町の４市町村、平成22年3月31日
に川口町と合併し、市域が891.06km2となった。

長岡市は平成17年４月１日に中之島町・越路町・三島町・
山古志村及び小国町の５町村と、平成18年１月１日には和
島村・寺泊町・栃尾市・与板町の４市町村と合併し、市域が
840.88km2となった。

・川口町との合併
に伴う修正

16 第１編
第４章
３ 　気　候

P13 上記２で記載のとおり、合併により広域となったため、市内
でも降雨、降雪量は地域により差異があり、特に降雪量
は、海抜高度(標高)と一定程度相関関係にあるため、山古
志、栃尾、小国、川口地域のそれは他地域に比べかなり
多い。

上記２で記載のとおり、合併により広域となったため、市内
でも降雨、降雪量は地域により差異があり、特に降雪量
は、海抜高度(標高)と一定程度相関関係にあるため、山古
志、栃尾、小国地域のそれは他地域に比べかなり多い。

・川口町との合併
に伴う修正

17 第１編
第４章
３ 　気　候

P14 ・時点更新

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

18 第１編
第４章
３　気　候

P14 ・時点更新

19 第１編
第４章
３　気　候

P15 ・時点更新

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

5/43



No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

20 第１編
第４章
３　気　候

P15 ・時点更新

21 第１編
第４章
３　気　候

P16 ・時点更新

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

22 第１編
第４章
４ 　人口の状
況

P17 人口の推移は、昭和22年には戦災で若干減少している
が、昭和25年以前までは、５～６万人程度の人口を維持し
てきた。
その後は周辺市町村の合併により大幅に増加したが、最
近では減少傾向を示しており、平成27年の国勢調査では
275,133人となっている。

人口の推移は、昭和22年には戦災で若干減少している
が、昭和25年以前までは、５～６万人程度の人口を維持し
てきた。
その後は周辺町村の合併により大幅に増加したが、最近
ではほぼ安定した微増傾向を示しており、平成17年の国勢
調査では283,224人となっている。

・時点更新

23 第１編
第４章
４ 　人口の状
況

P17 ・時点更新

24 第１編
第４章
４ 　人口の状
況

P17
(1) 年齢構成

年齢３階層別人口構成比は、平成29年８月１日現在、O～
14歳の幼年人口が12.3％、15～64歳の生産年齢人口が
58.0％、65歳以上の老年人口が29.7％であり、本市の高齢
化率は全国の27.3％を上回っている。年齢構成から見ると
今後も一層の高齢化は避けられない状況である。したがっ
て、高齢者等への避難・支援のあり方を設定する必要があ
る。

年齢３階層別人口構成比は、平成18年８月１日現在、O～
14歳の幼年人口が13.7％、15～64歳の生産年齢人口が
63.0％、65歳以上の老年人口が23.3％であり全国平均を
やや上回る高齢化である。年齢構成から見ると今後も一層
の高齢化は避けられない状況である。したがって、高齢者
等の災害時要援護者への避難・支援のあり方を設定する
必要がある。

・時点更新

25 第１編
第４章
４ 　人口の状
況

P17
(1) 年齢構成

・時点更新

26 第１編
第４章
４ 　人口の状
況

P17
(2) 昼間人口

本市では、近隣市から通学・通勤してくる人口が市外に通
学・通勤する人口より多く、昼間人口は夜間人口より約
7,200人多い、夜間人口のほぼ1.03倍程度である。
市外に通学・通勤する人は、小千谷市、新潟市、見附市、
柏崎市、燕市などが多く、流出人口の約76％程度である。

本市では、近隣市から通学・通勤してくる人口が市外に通
学・通勤する人口より多く、昼間人口は夜間人口より約８千
６百人多い、夜間人口のほぼ1.03倍程度である。
市外に通学・通勤する人は、小千谷市、新潟市、見附市、
柏崎市、三条市などが多く、流出人口の約７割程度である。

・時点更新
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市長による 

避難実施要領の策定 
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市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 
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通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

27 第１編
第４章
４ 　人口の状
況

P18
(2) 昼間人口

・時点更新

28 第１編
第４章
４ 　人口の状
況

P18
(2) 昼間人口

・時点更新

29 第１編
第４章
４ 　人口の状
況

P19
(2) 外国人人
口

平成28年度末では約2,100人の外国人がおり、市の人口の
約0.8％を占めている。中国、フィリピン、ベトナムの人が多
く外国人の約67％を占め次いで韓国人が多い。

平成17年度末では約2,600人の外国人がおり、市の人口の
0.9％を占めている。中国、ブラジルの人が多く外国人の約
60％を占め次いでフィリピン人が多い。

・時点更新

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

30 第１編
第４章
４ 　人口の状
況

P19
(2) 外国人人
口

・時点更新

31 第１編
第４章
５ 　道路の位
置等

P20 ・川口町との合併
に伴う修正
・時点更新

32 第１編
第４章
６　鉄道、港
湾の位置等

P21
(2) 港湾

本市には地方港湾としての寺泊港があり、平成17年６月か
らは高速船あいびすが赤泊港へ就航し、１日あたり２往
復、約１時間で両港を結んでいる。

本市には地方港湾としての寺泊港があり、平成17年６月か
らは高速船あいびすが赤泊港へ就航し、ピーク時には１日
あたり３往復、約１時間で両港を結んでいる。

・時点更新

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

33 第１編
第４章
６　鉄道、港
湾の位置等

P21 ・川口町との合併
に伴う修正
・寺泊港を追加

34 第１編
第４章
８  近隣の原
子力発電施
設

P22 本市に隣接する柏崎市及び刈羽村には、東京電力ホール
ディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所が立地してい
る。同発電所は、日本海に面した柏崎市及び隣接の刈羽
村にまたがる約420万㎡の敷地に、110万Kwの沸騰水型原
子炉（ＢＷＲ）５基と135.6万Kwの改良型沸騰水型原子炉
（ＡＢＷＲ）２基で構成される。７基の合計出力は821.2万Kw
であり、一つの原子力発電所としては世界最大である。こ
こで発電された電力は、２系統の送電経路を通じて全て関
東方面へ送電されており、首都圏への電力供給を担う極
めて重要な施設である。

本市に隣接する柏崎市及びその隣接の刈羽村には、東京
電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所が立地している。同
発電所は、日本海に面した柏崎市及び隣接の刈羽村にま
たがる約420万㎡の敷地に、110万Kwの沸騰水型原子炉
（ＢＷＲ）５基と135.6万Kwの改良型沸騰水型原子炉（ＡＢＷ
Ｒ）２基で構成される。７基の合計出力は821.2万Kwであ
り、一つの原子力発電所としては世界最大である。ここで
発電された電力は、２系統の送電経路を通じて全て関東方
面へ送電されており、首都圏への電力供給を担う極めて重
要な施設である。

・文言修正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

35 第２編
第１章
１ 　市の各部
課室における
平素の業務

P25
【市の各部局
における平素
の業務】

・市組織変更に伴
う修正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

11/43



No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

36 第２編
第１章
１ 　市の各部
課室における
平素の業務

P26
【市の各部局
における平素
の業務】

・市組織変更に伴
う修正

37 第２編
第１章
２ 　市職員の
参集基準等

P27
(5) 幹部職員
等の参集が
困難な場合の
対応

・市組織変更に伴
う修正

38 第２編
第１章
３ 　消防機関
の体制

P28
(2) 消防団の
充実・活性化
の推進等

市は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うこ
とに鑑み、県と連携し、地域住民の消防団への参加促進、
消防団に係る広報活動、全国の先進事例の情報提供、施
設及び設備の整備の支援等の取組みを積極的に行い、消
防団の充実・活性化を図る。

市は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うこ
とにかんがみ、県と連携し、地域住民の消防団への参加
促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例の情報提
供、施設及び設備の整備の支援等の取組みを積極的に行
い、消防団の充実・活性化を図る。

・文言修正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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市町村計画
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P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

39 第２編
第１章
４ 　国民の権
利利益の救
済に係る手続
等

P28
(1) 国民の権
利利益の迅
速な救済

・市組織変更に伴
う修正
・文言修正

40 第２編
第２章
４ 　指定公共
機関等との連
携

P31
(2) 医療機関
との連携

また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう（公財）日
本中毒情報センター等の専門的な知見を有する機関との
連携に努める。

また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう（財）日本
中毒情報センター等の専門的な知見を有する機関との連
携に努める。

・公益財団法人
への移行に伴う
修正

41 第２編
第３章
通信確保のた
めの体制整備

P33
(2) 非常通信
体制の確保

・緊急告知ＦＭラジオ
・ホームページ
・ＳＮＳ
・緊急速報メール

（追加） ・新たな情報伝達
手段を追加

42 第２編
第４章
２ 　警報等の
伝達に必要な
準備

P35
(1) 警報の伝
達体制の整
備

市は、県知事から警報の内容の通知があった場合の市民
等及び関係団体への伝達方法等についてあらかじめ定め
ておくとともに、市民等及び関係団体に伝達方法等の理解
が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。この場合におい
て、民生委員や社会福祉協議会、国際交流協会等との協
力体制を構築するなど、要配慮者に対する伝達に配慮す
る。

市は、県知事から警報の内容の通知があった場合の市民
等及び関係団体への伝達方法等についてあらかじめ定め
ておくとともに、市民等及び関係団体に伝達方法等の理解
が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。この場合におい
て、民生委員や社会福祉協議会、国際交流協会等との協
力体制を構築するなど、高齢者、障害者、外国人等に対す
る伝達に配慮する。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

43 第２編
第４章
２ 　警報等の
伝達に必要な
準備

P35
(2) 多様な伝
達手段の整
備

市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達
等に必要となる同報系その他の防災行政無線の整備や緊
急告知ＦＭラジオの活用など多様な伝達手段の整備に努
める。

市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達
等に必要となる同報系その他の防災行政無線の整備やＦ
Ｍラジオの活用など多様な伝達手段の整備に努める。

・文言の修正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

44 第２編
第４章
３ 　安否情報
の収集、整理
及び提供に必
要な準備

P36
(1) 安否情報
の種類、収集
及び報告の様
式

市は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷
した住民の安否情報に関して、武力攻撃事態等における
安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会
及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令（以下
「安否情報省令」という。）第１条に規定する第１号又は第２
号様式により収集を行い、第２条に規定する様式第３号の
内容を原則として、武力攻撃事態等における安否情報の
収集・提供システム（以下｢安否情報システム｣という。）を
用いて、県に報告する。

市は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷
した住民の安否情報に関して、武力攻撃事態等における
安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会
及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令（以下
「安否情報省令」という。）第１条に規定する第１号又は第２
号様式により収集を行い、第２条に規定する様式第３号の
安否情報報告書の様式により、県に報告する。

・安否情報システ
ムの導入に伴う
修正

45 第２編
第４章
３ 　安否情報
の収集、整理
及び提供に必
要な準備

P36
(1) 安否情報
の種類、収集
及び報告の様
式

（追加） ・収集・報告すべ
き情報を明記

46 第２編
第５章
１ 　研修の実
施

P41
(3) 外部有識
者等による研
修

市は、職員等の研修の実施に当たっては、消防職員を活
用するほか、国、県、自衛隊、海上保安部及び警察の職
員、学識経験者等を講師に招くなど外部の人材についても
積極的に活用する。

市は、職員等の研修の実施に当たっては、消防職員を活
用するほか、県、自衛隊、海上保安部及び警察の職員、学
識経験者等を講師に招くなど外部の人材についても積極
的に活用する。

・研修の活用先と
して国を追加

47 第２編
第５章
２ 　訓練の実
施

P42
(3) 訓練に当
たっての留意
事項

②　国民保護措置についての訓練の実施においては、市
民等の避難誘導や救援等に当たり、町内会の協力を求め
るとともに、特に要配慮者への的確な対応が図られるよう
留意する。

②　国民保護措置についての訓練の実施においては、市
民等の避難誘導や救援等に当たり、町内会の協力を求め
るとともに、特に高齢者、障害者、乳幼児、児童及び外国
人等、特に配慮を要する者への的確な対応が図られるよう
留意する。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

48 第２編
第６章
１ 　避難に関
する基本的事
項

P43
(3) 避難行動
要支援者へ
の配慮

(3) 避難行動要支援者への配慮
市は、避難住民の誘導に当たっては、自然災害時への対
応として作成している避難支援プランを活用しつつ、避難
行動要支援者の避難対策を講じる。
その際、避難誘導時において、「要配慮者支援班」を迅速
に設置できるよう職員の配置に留意する。

(3) 高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮
市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等
自ら避難することが困難な者の避難について、自然災害時
への対応として作成している避難支援プランを活用しつ
つ、災害時要援護者の避難対策を講じる。
その際、避難誘導時において、「災害時要援護者支援班」
を迅速に設置できるよう職員の配置に留意する。

・避難行動要支
援者及び要配慮
者の定義に伴
い、修正

49 第２編
第６章
１ 　避難に関
する基本的事
項

P43
(4) 民間事業
者からの協力
の確保

市は、避難住民の誘導時における地域の民間事業者の協
力の重要性に鑑み、平素から、これら企業の協力が得られ
るよう、連携・協力の関係を構築しておく。

市は、避難住民の誘導時における地域の民間事業者の協
力の重要性にかんがみ、平素から、これら企業の協力が
得られるよう、連携・協力の関係を構築しておく。

・文言修正

50 第２編
第６章
２ 　避難実施
要領のパター
ンの作成

P44 市は、関係機関（教育委員会など市の各執行機関、消防
機関、県、県警察、海上保安部、自衛隊等）と緊密な意見
交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアルを参考に、
季節の別（特に冬期間の避難方法）、観光客や昼間人口
の存在、混雑や交通渋滞の発生状況、並びに要配慮者の
避難方法等について配慮し、複数の避難実施要領のパ
ターンをあらかじめ作成する。

市は、関係機関（教育委員会など市の各執行機関、消防
機関、県、県警察、海上保安部、自衛隊等）と緊密な意見
交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアルを参考に、
季節の別（特に冬期間の避難方法）、観光客や昼間人口
の存在、混雑や交通渋滞の発生状況、並びに高齢者、障
害者、妊産婦、乳幼児、児童及び外国人等、特に配慮を要
する者の避難方法等について配慮し、複数の避難実施要
領のパターンをあらかじめ作成する。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

51 第２編
第６章
３ 　救援に関
する基本的事
項

P44
(1) 県との調
整

市は、県から救援の一部の事務を市において行うこととさ
れた場合や市が県の行う救援を補助する場合に鑑みて、
市の行う救援の活動内容や県との役割分担等について、
自然災害時における市の活動状況等を踏まえ、あらかじ
め県と調整しておく。

市は、県から救援の一部の事務を市において行うこととさ
れた場合や市が県の行う救援を補助する場合にかんがみ
て、市の行う救援の活動内容や県との役割分担等につい
て、自然災害時における市の活動状況等を踏まえ、あらか
じめ県と調整しておく。

・文言修正

52 第２編
第７章
１ 　医療救護
体制の確立

P46
(2) 救護所の
設置準備

②　救護所設置予定施設の指定
市は、県が避難施設に指定した学校等の中から、保健室
等、救護所として使用可能な施設の内容を検討のうえ、救
護所設置予定施設をあらかじめ指定し、市民等に周知す
る。

②　救護所設置予定施設の指定
市は、避難施設に指定した学校等の中から、保健室等、救
護所として使用可能な施設の内容を検討のうえ、救護所設
置予定施設をあらかじめ指定し、市民等に周知する。

・文言修正

53 第２編
第８章

P47 第８章 　要配慮者の支援体制の充実
要配慮者は、武力攻撃災害の認識や情報の受理、自力避
難等が困難な状況にあるため、市は、県、関係機関及び
社会福祉施設等と連携のうえ、地域社会で要配慮者を支
援する体制づくりの推進に努め、武力攻撃災害発生時に
おける要配慮者の安全確保を図る。

第８章 　災害時要援護者の支援体制の充実
高齢者、障害者、乳幼児、児童及び外国人等は、武力攻
撃災害の認識や情報の受理、自力避難等が困難な状況
にあるため、市は、県、関係機関及び社会福祉施設等と連
携のうえ、地域社会で災害時要援護者を支援する体制づく
りの推進に努め、武力攻撃災害発生時における災害時要
援護者の安全確保を図る。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

54 第２編
第８章
１ 要配慮者へ
の配慮

P47
(1) 　地域コ
ミュニティの役
割

武力攻撃事態等における要配慮者への情報伝達、避難誘
導等に関しては、近隣住民の果たす役割が特に大きいこと
に留意し、市は、県、民生委員、地域の自主防災組織及び
町内会等と協力し、要配慮者と近隣住民の共助意識の向
上に努める。

武力攻撃事態等における災害時要援護者への情報伝達、
避難誘導等に関しては、近隣住民の果たす役割が特に大
きいことに留意し、市は、県、民生委員、地域の自主防災
組織及び町内会等と協力し、災害時要援護者と近隣住民
の共助意識の向上に努める。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

55 第２編
第８章
１ 要配慮者へ
の配慮

P47
(2) 情報伝達・
避難誘導

市は、県が行う要配慮者からの情報伝達機器としての緊
急通報システムの整備、救急ホイッスル・シグナル発信機
等の給付、外出中の要配慮者の避難を容易とする避難場
所への誘導標識等の設置に協力する。

市は、県が行う災害時要援護者からの情報伝達機器とし
ての緊急通報システムの整備、救急ホイッスル・シグナル
発信機等の給付、外出中の災害時要援護者の避難を容
易とする避難場所への誘導標識等の設置に協力する。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

56 第２編
第８章
１ 要配慮者へ
の配慮

P47
(3) 要配慮者
のための啓
発・訓練

(3) 要配慮者のための啓発・訓練
市は、県が行うパンフレットの配布等による国民保護措置
に関する知識の普及や要配慮者の避難等を組み入れた
訓練の実施などによる要配慮者のための国民保護措置に
関する啓発及び訓練に協力する。

(3) 災害時要援護者のための啓発・訓練
市は、県が行うパンフレットの配布等による国民保護措置
に関する知識の普及や災害時要援護者の避難等を組み
入れた訓練の実施などによる災害時要援護者のための国
民保護措置に関する啓発及び訓練に協力する。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

57 第２編
第８章
１ 要配慮者へ
の配慮

P47
(5) 市の体制
整備

市は、災害発生時に在宅の高齢者・障害者等の安否情報
の収集、ケア等を一元的に実施する組織として、要配慮者
支援班等の設置に努める。

市は、災害発生時に在宅の高齢者・障害者等の安否情報
の収集、ケア等を一元的に実施する組織として、災害時要
援護者支援班等の設置に努める。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

58 第２編
第９章

P48 市は、市内に所在する生活関連等施設について、県を通じ
て把握するとともに、県との連絡体制を整備する

市は、市内に所在する生活関連等施設（その安全を確保し
なければ国民生活に著しい支障を及ぼす、又は周辺の地
域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施
設及び武力攻撃事態等において引火、爆発、流出等によ
り危険が生ずるおそれがある物質を貯蔵している施設等）
について、県危機管理防災課を通じて把握するとともに、
県との連絡体制を整備する。

・生活関連等施
設の説明につい
て、用語の定義と
重複のため、削
除

59 第２編
第９章

P48
【生活関連等
施設の種類
及び所管省
庁、所管県担
当部局】

・第28条５号 核燃料物質（汚染物資を含む）：原子力規制
委員会
・第28号６号 各原料物質：原子力規制委員会
・第28条７号 放射性同位元素（汚染物質を含む）：原子力
規制委員会

・第28条５号 核燃料物質（汚染物資を含む）：文部科学省、
経済産業省
・第28号６号 各原料物質：文部科学省、経済産業省
・第28条７号 放射性同位元素（汚染物質を含む）：文部科
学省

・原子力規制委
員会の新設に伴
う修正

60 第２編
第１１章
２ 　市が管理
する施設及び
設備の整備
及び点検等

P50
(2) ライフライ
ン施設の機能
の確保

市は、その管理する上下水道施設等のライフライン施設に
ついて、自然災害に対する既存の予防措置を講じつつ、系
統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替
性の確保に努める。

市は、その管理する上下水道施設等のライフライン施設に
ついて、自然災害に対する既存の予防措置を活用しつつ、
系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代
替性の確保に努める。

・文言修正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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P＝現計画
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

61 第２編
第１２章
３ 　総合的な
雪対策の推

P52 積雪期における武力攻撃災害を最小限化するためには、
除排雪体制の整備をはじめとした雪対策の総合的、長期
的推進を図り、平素から雪に強いまちづくりを心がける必
要がある。

積雪期における武力攻撃災害を最小限化するためには、
除排雪体制の整備をはじめとした雪対策の総合的、長期
的推進を図り、平素から雪に強いまちづくりをこころがける
必要がある。

・文言修正

62 第３編
第１章

P54 多数の死傷者の発生や、建造物の破壊等の具体的な被
害が発生した場合には、当初、その被害の原因が明らか
ではないことも多いと考えられ、市は、武力攻撃事態等や
緊急対処事態の認定が行われる前の段階においても、市
民等の生命、身体及び財産の保護のために、現場におい
て初動的な被害への対処が必要となる。

多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊される等の具
体的な被害が発生した場合には、当初、その被害の原因
が明らかではないことも多いと考えられ、市は、武力攻撃
事態等や緊急対処事態の認定が行われる前の段階にお
いても、市民等の生命、身体及び財産の保護のために、現
場において初動的な被害への対処が必要となる。

・文言修正

63 第３編
第１章
１　緊急事態
連絡室等の
設置

P55
(2) 緊急事態
連絡室の設
置

・参集室員修正

64 第３編
第２章
１ 　市対策本
部の設置

P57
(1) 市対策本
部の設置の
手順

④　市対策本部の開設
市対策本部担当者は、市役所本庁４階災害対策本部会議
室に市対策本部を開設するとともに、各種通信システムの
起動、資機材の配置等必要な準備を開始する。
市長は、市対策本部を設置したときは、市議会や防災関係
機関にその旨を連絡する。

④　市対策本部の開設
市対策本部担当者は、市役所本庁３階中会議室に市対策
本部を開設するとともに、各種通信システムの起動、資機
材の配置等必要な準備を開始する。市長は、市対策本部
を設置したときは、市議会や防災関係機関にその旨を連
絡する。

・市役所本庁舎
の移転に伴う修
正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

65 第３編
第２章
２ 　市対策本
部の組織及び
分掌事務

P58
(1) 市対策本
部の組織

・市組織,変更に
伴う修正

66 第３編
第２章
２ 　市対策本
部の組織及び
分掌事務

P59
(2) 事務分掌

・市組織、市地域
防災計画変更に
伴う修正

67 第３編
第２章
２ 　市対策本
部の組織及び
分掌事務

P59
(2) 事務分掌

・市組織変更に伴
う修正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

18/43



No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

68 第３編
第２章
２ 　市対策本
部の組織及び
分掌事務

P59
(2) 事務分掌

・総務班
関係機関(国、県、市町村、自衛隊等)との連絡調整
市対策本部会議の準備
応急対策の調整
通知、通達文、連絡文書等の整理、関係部局への伝達
国民保護法及び関連法等の関連事務調整
自衛隊その他の関係機関に対する派遣要請、派遣要請受
入れ
市対策本部の活動状況や本部会議資料及び会議結果の
作成
・情報班
武力攻撃災害の被災状況等の収集整理
消防機関からの被災情報、道路状況、気象状況、生活関
連情報等の収集整理
各部局・各支所の情報伝達、応急対策実施状況の把握
防災関係機関の被害状況、応急対策状況等の把握
避難や救援の実施状況等の把握
町内会長等との間の情報収集・伝達
防災行政無線運用、ＦＭ緊急割り込み放送その他通信回
線、機器の確保
ホームページ、ＳＮＳによる情報発信
被害状況の資料整理
災害対応経過記録作成
市民、報道機関等対応・情報提供
・避難所・物資対策班
避難所の開設・閉鎖に係る調整
必要物資の把握等、避難所運営支援

・情報収集伝達班
武力攻撃災害の被災状況等の収集整理
消防機関からの被災情報、道路状況、気象状況等の収集
整理
各部局の情報伝達、応急対策実施状況の把握
防災関係機関の被害状況、応急対策状況等の把握
避難や救援の実施状況等の把握
町内会長等との間の情報収集・伝達
地域防災無線運用、FM緊急割り込み放送その他通信回
線、機器の確保
・資料整理作成班
被害状況の資料整理
災害対応経過記録作成
市対策本部の活動状況や本部会議資料及び会議結果の
作成
市民相談窓口班への情報提供
生活関連情報の収集
インターネット情報整理・発信
・支所担当班
支所との連絡調整
同報無線、オフトーク通信運用調整
被災者救援生活関連情報の積極的な収集、伝達
・広報班
市民等、報道機関広報調整、マスコミ対応
・市民相談窓口班
市民への情報提供、市民からの情報収集、電話応対

・市地域防災計
画変更に伴う修
正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

69 第３編
第２章
２ 　市対策本
部の組織及び
分掌事務

P60 ・市組織、市地域
防災計画変更に
伴う修正

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

20/43



No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

70 第３編
第２章
２ 　市対策本
部の組織及び
分掌事務

P61 ・市組織、市地域
防災計画変更に
伴う修正

71 第３編
第３章
１ 　国・県の
対策本部との
連携

P64
(3) 武力攻撃
事態等合同
対策協議会
への参加

(3) 武力攻撃事態等合同対策協議会への参加
市は、国の現地対策本部が武力攻撃事態等合同対策協
議会を開催する場合は、当該協議会に参加し、国民保護
措置に関する情報の交換や相互協力に努める。

（追加） ・国民保護基本
指針の変更に伴
い武力攻撃事態
等合同対策協議
会への参加を追

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

72 第３編
第３章
７ 　自主防災
組織等に対す
る支援等

Ｐ66
(2) ボランティ
ア活動への支
援等

市は、武力攻撃事態等におけるボランティア活動に際して
は、その安全を十分に確保する必要があることから、武力
攻撃事態等の状況を踏まえ、市民等からのボランティア活
動の希望の適否を判断する。
また、市は、安全の確保が十分であると判断した場合に
は、県と連携して、ボランティア関係団体等と相互に協力
し、被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の
把握、ボランティアへの情報提供、ボランティアの生活環境
への配慮、ボランティアセンター等における登録・派遣調整
等の受入体制の確保等に努め、その技能等の効果的な活
用を図る。

市は、武力攻撃事態等におけるボランティア活動に際して
は、その安全を十分に確保する必要があることから、武力
攻撃事態等の状況を踏まえ、市民等からのボランティア活
動の希望の適否を判断する。
また、市は、安全の確保が十分であると判断した場合に
は、県と連携して、ボランティア関係団体等と相互に協力
し、被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の
把握、ボランティアへの情報提供、ボランティアの生活環境
への配慮、避難所等に臨時に設置されるボランティアセン
ター等における登録・派遣調整等の受入体制の確保等に
努め、その技能等の効果的な活用を図る。

・文言修正

73 第３編
第４章
１ 　情報通信
手段の確保

P68 市は、緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅｔ）、全国瞬
時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等の活用、携帯電話、衛星
携帯電話、移動系市防災行政無線等の移動系通信回線
若しくは、インターネット、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡ
Ｎ）、同報系防災行政無線、地域防災行政無線等の固定
系通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、市対策
本部と市現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難
先地域等との間で国民保護措置の実施に必要な情報通
信手段を確保する。

市は、携帯電話、衛星携帯電話、移動系市防災行政無線
等の移動系通信回線若しくは、インターネット、総合行政
ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）、同報系防災行政無線、地域防災
行政無線等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設
定等により、市対策本部と市現地対策本部、現地調整所、
要避難地域、避難先地域等との間で国民保護措置の実施
に必要な情報通信手段を確保する。

・Ｅｍ－Ｎｅｔ及びＪ
-ＡＬＥＲＴを警報
等の情報伝達の
手段として追加

74 第３編
第５章
１ 　警報の内
容の伝達等

P69
(1) 警報の内
容の伝達

市長は、県知事から警報の内容の通知を受けた場合に
は、あらかじめ定められた伝達方法（伝達先、手段、伝達
順位）により、速やかに市民等及び関係のある公私の団体
（消防団、自主防災組織、町内会、社会福祉協議会、農業
協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会議所、商工
会、青年会議所、病院、学校など）に警報の内容を伝達す
る。

市長は、県知事から警報の内容の通知を受けた場合に
は、あらかじめ定められた伝達方法（伝達先、手段、伝達
順位）により、速やかに市民等及び関係のある公私の団体
（消防団、町内会、社会福祉協議会、農業協同組合、漁業
協同組合、森林組合、商工会議所、商工会、青年会議所、
病院、学校など）に警報の内容を伝達する。

・伝達先として、
自主防災組織を
明記

75 第３編
第５章
１ 　警報の内
容の伝達等

P69
(2) 警報の内
容の通知

①　市長は、他の執行機関その他の関係機関（教育委員
会、市立診療所、保育園など）に対し、警報の内容を通知
する。

①　市長は、他の執行機関その他の関係機関（教育委員
会、市立病院、保育園など）に対し、警報の内容を通知す
る。

・市立診療所へ
の修正

76 第３編
第５章
２ 　警報の内
容の伝達方
法

P70
(1) 警報の内
容の伝達方
法

この場合においては、原則として、既存の同報系防災行政
無線、サイレン、緊急告知ＦＭラジオ、ホームページ、ＳＮ
Ｓ、緊急速報メール、広報車等の多様な伝達手段を駆使し
ながら市民等に注意喚起した後、武力攻撃事態等におい
て警報が発令された事実等を周知する。

この場合においては、原則として、既存の同報系防災行政
無線、サイレン、ＦＭラジオ、広報車等の多様な伝達手段を
駆使しながら市民等に注意喚起した後、武力攻撃事態等
において警報が発令された事実等を周知する。

・新たな警報の伝
達手段を追加

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 
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No

市町村計画
該当部分

項目名
P＝現計画
該当ページ

変更後 現行の表現 変更理由

 
住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

77 第３編
第５章
２ 　警報の内
容の伝達方
法

P70
(2) 他機関と
の連携

この場合において、消防本部は保有する車両・装備を有効
に活用し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平
素からの地域との密接なつながりを生かし、自主防災組
織、町内会や避難行動要支援者等への個別の伝達を行う
など、それぞれの特性を生かした効率的な伝達が行なわ
れるように配意する。

この場合において、消防本部は保有する車両・装備を有効
に活用し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平
素からの地域との密接なつながりを活かし、自主防災組
織、町内会や災害時要援護者等への個別の伝達を行うな
ど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれ
るように配意する。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

78 第３編
第５章
２ 　警報の内
容の伝達方
法

P71
(3) 要配慮者
への配慮

(3) 要配慮者への配慮
警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外
国人等に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、要
配慮者について、避難支援プランに基づき、要配慮者に迅
速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような
体制の整備に努める。

(3) 災害時要援護者への配慮
警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外
国人等に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、災
害時要援護者について、避難支援プランに基づき、災害時
要援護者に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備
えられるような体制の整備に努める。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

79 第３編
第６章
１ 　事態に応
じた避難の類
型と対処

P73
(1) 弾道ミサイ
ルによる攻撃
の場合

国対策本部長は、弾道ミサイルの発射が差し迫っていると
の警報を発令、避難措置を指示

対策本部長は、弾道ミサイルの発射が差し迫っているとの
警報を発令、避難措置を指示

・文言修正

80 第３編
第６章
１ 　事態に応
じた避難の類
型と対処

P73
(1) 弾道ミサイ
ルによる攻撃
の場合

・文言修正

81 第３編
第６章
１ 　事態に応
じた避難の類
型と対処

P73
(1) 弾道ミサイ
ルによる攻撃
の場合

実際に弾道ミサイルが発射されたときは、国対策本部長が
その都度警報を発令

実際に弾道ミサイルが発射されたときは、対策本部長がそ
の都度警報を発令

・文言修正

82 第３編
第６章
１ 　事態に応
じた避難の類
型と対処

P74
(2) ゲリラ・特
殊部隊による
攻撃の場合

①　ゲリラ・特殊部隊による攻撃においても、国対策本部
長の避難措置の指示及び県知事による避難の指示を踏ま
えて、避難実施要領を策定し、迅速に避難住民の誘導を
実施することが基本である。

①　ゲリラ・特殊部隊による攻撃においても、対策本部長
の避難措置の指示及び県知事による避難の指示を踏まえ
て、避難実施要領を策定し、迅速に避難住民の誘導を実
施することが基本である。

・文言修正

83 第３編
第６章
１ 　事態に応
じた避難の類
型と対処

P75
(4) ＮＢＣ攻撃
の場合

(4) ＮＢＣ攻撃の場合
国対策本部長による攻撃の特性に応じた避難措置の指示
及び知事による避難の指示を踏まえて、避難誘導する者
に防護服を着用させる等安全を図るための措置を講じるこ
とや風下方向を避ける等、攻撃の特性に応じて避難を行
う。

（追加）  県計画等に準じ
てＮＢＣ攻撃の対
処を追記
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

84 第３編
第６章
２ 　避難実施
要領の策定

P76
(2) 避難実施
要領の項目
及び作成の際
の主な留意事

⑤　集合に当たっての留意事項
集合後の町内会内や近隣住民間での安否確認、要配慮
者への配慮事項等、集合に当たっての避難住民の留意す
べき事項を記載する。

⑤　集合に当たっての留意事項
集合後の町内会内や近隣住民間での安否確認、要援護
者への配慮事項等、集合に当たっての避難住民の留意す
べき事項を記載する。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

85 第３編
第６章
２ 　避難実施
要領の策定

P76
(2) 避難実施
要領の項目
及び作成の際
の主な留意事

⑧　要配慮者への対応
要配慮者の避難誘導を円滑に実施するために、これらの
者への対応方法を記載する。

⑧　高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への対応
高齢者、障害者、乳幼児等、自ら避難することが困難な者
の避難誘導を円滑に実施するために、これらの者への対
応方法を記載する。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

86 第３編
第６章
２ 　避難実施
要領の策定

P77
(3) 避難実施
要領の内容
の伝達等

・市長による避難
実施要領の策定
の通知先として自
衛隊新潟地方協
力本部を追加

87 第３編
第６章
３ 　避難住民
の誘導

P77
(2) 消防機関
の活動

消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の
状況を勘案しつつ、市長の定める避難実施要領に基づき、
要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等
効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行困難な要配慮
者の人員輸送車両等による運送を行う等保有する装備を
有効活用した避難住民の誘導を行う。
消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防
本部又は消防署と連携しつつ、町内会、自主防災組織等
と連携した避難住民の誘導を行うとともに、要配慮者に関
する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当
する等地域とのつながりを生かした活動を行う。

消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の
状況を勘案しつつ、市長の定める避難実施要領に基づき、
要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等
効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行困難な災害時
要援護者の人員輸送車両等による運送を行う等保有する
装備を有効活用した避難住民の誘導を行う。
消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防
本部又は消防署と連携しつつ、町内会、自主防災組織等
と連携した避難住民の誘導を行うとともに、災害時要援護
者に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等
を担当する等地域とのつながりを活かした活動を行う。

・要配慮者の定
義に伴い、修正
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

88 第３編
第６章
３ 　避難住民
の誘導

P78
(6) 要配慮者
への配慮

(6) 要配慮者への配慮
市長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、要配
慮者支援班を設置し、民生委員、社会福祉協議会、介護
保険制度関係者、障害者団体等と協力して、要配慮者へ
の連絡、運送手段の確保を的確に行うものとする。

(6) 高齢者、障害者等への配慮
市長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、災害
時要援護者支援班を設置し、民生委員、社会福祉協議
会、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力して、災害
時要援護者への連絡、運送手段の確保を的確に行うもの
とする。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

89 第３編
第６章
３ 　避難住民
の誘導

P79
(9) 動物の保
護等に関する
配慮

(9) 動物の保護等に関する配慮
市は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべ
き事項についての基本的考え方について（平成17年８月31
日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農
林水産省生産局畜産部畜産企画課通知）」を踏まえ、次の
事項等について、所要の措置を講ずるよう努める。
・危険動物等の逸走対策
・要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動
物等の保護等

（追加） ・動物の保護に関
する記載箇所の
変更
・市町村モデル計
画等を踏まえ内
容を変更

90 第３編
第６章
６ 　避難の長
期化への対
処

P80
(1) 市のとる
べき措置

市民等の避難が長期化した場合は、市は、県と協力のう
え、避難所運営にあたって以下の点に留意するものとし、
要配慮者の処遇や男女のニーズの違いについて、十分に
配慮する。

市民等の避難が長期化した場合は、市は、県と協力のう
え、避難所運営にあたって以下の点に留意するものとし、
高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、児童、外国人等の特に
配慮を要する者の処遇や男女のニーズの違いについて、
十分に配慮する。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

91 第３編
第８章

P82 第８章 要配慮者の避難等への配慮
武力攻撃災害の発生に際し、要配慮者に関しては、武力
攻撃災害の認識や災害情報の受理、自力避難等が困難
な状況にあるため、迅速かつ的確な安全避難を実施する
ための措置について、以下のとおり定める。

第８章 災害時要援護者の避難等への配慮
武力攻撃災害の発生に際しては、要配慮者に関しては、
武力攻撃災害の認識や災害情報の受理、自力避難等が
困難な状況にあるため、迅速かつ的確な要配慮者の安全
避難を実施するための措置について、以下のとおり定め
る。

・要配慮者の定
義に伴い、修正
・文言修正

92 第３編
第８章
１ 　要配慮者
への配慮

P82 １ 　要配慮者への配慮 １ 　災害時要援護者への配慮 ・要配慮者の定
義に伴い、修正

93 第３編
第８章
１ 　要配慮者
への配慮

P82
(1) 避難

市は、武力攻撃災害の発生等により住民避難が必要と
なった場合、要配慮者の避難に当たっては、日頃から交流
のある近隣住民や自主防災組織等の協力を得るとともに、
要配慮者が属する町内会等を単位とした集団避難を行う
よう努める。

市は、武力攻撃災害の発生等により住民避難が必要と
なった場合、災害時要援護者の避難に当たっては、日頃
から交際のある近隣住民や自主防災組織、国際交流協会
等の協力を得るとともに、災害時要援護者が属する町内会
等を単位とした集団避難を行うよう努める。

・要配慮者の定
義に伴い、修正
・文言修正

94 第３編
第８章
１ 　要配慮者
への配慮

P82
(2) 武力攻撃
災害発生後
の安否確認

市は、県と連携のうえ、要配慮者の避難所への収容状況
及び自宅滞在状況等を確認し、その安否確認に努める。

市は、県と連携のうえ、要援護対象者の避難所への収容
状況及び自宅滞在状況等を確認し、その安否確認に努め
る。

・要配慮者の定
義に伴い、修正
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市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 
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提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

95 第３編
第８章
１ 　要配慮者
への配慮

P82
(3) 被災状況
等の把握及び
日常生活支
援

市は、県と連携のうえ、避難所及び要配慮者の自宅等に
保健師等を派遣し、被災状況、生活環境等を把握するとと
もに、必要な日常生活用具（品）の供与等の措置を講じる
とともに、災害情報、生活情報等の継続的な提供に努め
る。

市は、県と連携のうえ、避難所及び要援護対象者の自宅
等に保健師等を派遣し、被災状況、生活環境等を把握す
るとともに、必要な日常生活用具（品）の供与等の措置を
講じるとともに、災害情報、生活情報等の継続的な提供に
努める。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

96 第３編
第８章
２ 　要配慮者
利用施設にお
ける対策

P82 ２ 　要配慮者利用施設における対策
市は、県と連携し、施設の継続使用が不能となったときに、
要配慮者利用施設に火災や地震等への対応に準じた措
置を講ずるよう要請する。

２ 　病院、社会福祉施設における対策
市は、県と連携し、施設の継続使用が不能となったときに、
病院、社会福祉施設に火災や地震等への対応に準じた措
置を講ずるよう要請する。

・対象施設の名
称を要配慮者利
用施設に修正

97 第３編
第８章
３ 　救援の内
容

P85
(1) 救援の基
準等

市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等
における国民の保護のための措置に関する法律による救
援の程度及び方法の基準」（平成25年内閣府告示第229
号。以下「救援の程度及び基準」という。）及び県国民保護
計画の内容に基づき救援の措置を行う。
市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な
実施が困難であると判断する場合には、県知事に対し、内
閣総理大臣に特別な基準の設定についての意見を申し出
るよう要請する。

市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等
における国民の保護のための措置に関する法律による救
援の程度及び方法の基準」（平成16年厚生労働省告示第
343号。以下「救援の程度及び基準」という。）及び県国民
保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。
市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な
実施が困難であると判断する場合には、県知事に対し、厚
生労働大臣に特別な基準の設定についての意見を申し出
るよう要請する。

・救援業務の所
管の変更（厚生
労働省→内閣
府）に伴う修正

98 第３編
第１０章
２ 　県に対す
る報告

P89 市は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報省
令第２条に規定する様式第３号の内容を安否情報システ
ムを利用して報告する。安否情報システムが利用できない
場合は、安否情報省令第２条に規定する様式第３号に必
要事項を記載した書面（電磁的記録を含む。）を、電子メー
ルで県に送付する。ただし、事態が急迫してこれらの方法
によることができない場合は、口頭や電話などでの報告を
行う。

市は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報省
令第２条に規定する様式第３号に必要事項を記載した書
面（電磁的記録を含む。）を、電子メールで県に送付する。
ただし、事態が急迫してこれらの方法によることができない
場合は、口頭や電話などでの報告を行う。

・安否情報システ
ムの導入に伴う
修正

99 第３編
第１０章
２ 　県に対す
る報告

P90
(3) 個人の情
報の保護へ
の配慮

①　安否情報は個人の情報であることに鑑み、その取扱い
については十分留意すべきことを職員に周知徹底するな
ど、安否情報データの管理を徹底する。

①　安否情報は個人の情報であることにかんがみ、その取
扱いについては十分留意すべきことを職員に周知徹底す
るなど、安否情報データの管理を徹底する。

・文言の修正

100 第３編
第１１章
５ 　応急措置
等

P95
(1) 退避の指
示

市は、退避の指示を行ったときは、市防災行政無線、緊急
告知ＦＭラジオ、ホームページ、ＳＮＳ、緊急速報メール、広
報車等により速やかに市民等に伝達するとともに、放送事
業者に対してその内容を連絡する。また、退避の指示の内
容等について、県知事に通知を行う。

市は、退避の指示を行ったときは、市防災行政無線、広報
車等により速やかに市民等に伝達するとともに、放送事業
者に対してその内容を連絡する。また、退避の指示の内容
等について、県知事に通知を行う。

・新たな指示の伝
達手段を追加
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101 第３編
第１１章
５ 　応急措置
等

P98
(4) 消防に関
する措置等

⑧　安全の確保
ア　市長は、消火活動及び救助・救急活動等を行う要員に
対し、二次被害を生じることがないよう、国対策本部及び県
対策本部からの情報を市対策本部に集約し、全ての最新
情報を提供するとともに、県警察等との連携した活動体制
を確立するなど、安全の確保のための必要な措置を行う。
その際、市長は、必要により現地に職員を派遣し、消防機
関、県警察、海上保安部、自衛隊等と共に現地調整所を
設けて、各機関の情報の共有、連絡調整に当たらせるとと
もに、市対策本部との連絡を確保させるなど安全の確保の
ための必要な措置を行う。

⑧　安全の確保
市長は、消火活動及び救助・救急活動等を行う要員に対
し、二次被害を生じることがないよう、国対策本部及び県対
策本部からの情報を市対策本部に集約し、全ての最新情
報を提供するとともに、県警察等との連携した活動体制を
確立するなど、安全の確保のための必要な措置を行う。そ
の際、市長は、必要により現地に職員を派遣し、消防機
関、県警察、海上保安部、自衛隊等と共に現地調整所を
設けて、各機関の情報の共有、連絡調整にあたらせるとと
もに、市対策本部との連絡を確保させるなど安全の確保の
ための必要な措置を行う。

・文言修正

102 第３編
第１３章
１ 　保健衛生
の確保対策

P101
(1) 保健衛生
対策

この場合において、要配慮者の心身双方の健康状態には
特段の配慮を行う。

この場合において、高齢者、障害者、妊産婦その他特に配
慮を要する者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行
う。

・要配慮者の定
義に伴い、修正

103 第３編
第１３章
１ 　保健衛生
の確保対策

P101
 (4) 飲料水衛
生確保対策

③　市は、水道施設の被害状況の把握を行うとともに、供
給能力が不足する、または不足すると予想される場合につ
いては、県及び（公社）日本水道協会新潟県支部に対して
水道災害の緊急応援にかかる要請を行う。

③　市は、水道施設の被害状況の把握を行うとともに、供
給能力が不足する、または不足すると予想される場合につ
いては、県に対して水道用水の緊急応援にかかる要請を
行う。

・要請先の変更に
伴う文言修正

104 第３編
第１３章
２ 　廃棄物の
処理対策

P102
(2) 廃棄物処
理対策

①　市は、地域防災計画の定めに準じて、「災害廃棄物対
策指針」（平成26 年環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対
策部作成）等を参考としつつ、廃棄物処理体制を整備す
る。

①　市は、地域防災計画の定めに準じて、「震災廃棄物対
策指針」（平成10年厚生省生活衛生局作成）等を参考とし
つつ、廃棄物処理体制を整備する。

・参考となる指針
の変更に伴う修
正

105 第３編
第１３章

P103 第１４章 文化財の保護
市は、武力攻撃災害等から文化財及び国宝を保護するた
めの措置を的確に実施するため、以下のとおり定める。

第１４章 文化財の保護その他の措置
市は、武力攻撃災害等から文化財及び国宝を保護するた
めの措置、また、動物の保護に係る措置を的確に実施す
るため、以下のとおり定める。

・動物の保護に関
する記載箇所の
変更に伴う修正

106 第３編
第１３章

P103 （削除） ２ 　動物愛護対策等の実施
(1) 動物愛護対策の実施
市は、動物愛護の観点から、県、獣医師会、動物関係団
体、動物園等関係機関と協力して動物愛護対策を実施す
る。
市は、平素から県及び関係機関との役割分担の明確化や
協力体制の整備を図るとともに、可能な範囲で、家庭動物
等の保護等を行うために必要な資材や飼料等を確保し、
武力攻撃事態等において、要避難地域において飼養又は
保管されていた家庭動物等の保護の支援や負傷した家庭
動物等の保護収容を行うとともに、家庭動物等についての
相談・助言等必要な措置を行う。

・動物の保護に関
する記載箇所の
変更に伴い削除
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避難実施要領の策定 
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通知 
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市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

（削除） (2) 危険動物等の逸走対策
市は、県及び関係機関と連携協力を図りながら、可能な範
囲で、逸走した危険動物等の迅速な捕獲等に必要な措置
を行うとともに、逸走した危険動物等により市民等及び避
難住民に危害が及んだ場合には、迅速な救援活動を行
う。
なお、上記の措置の実施に当たっては、措置を実施する者
の安全の確保に十分配慮する。

107 第３編
第１６章

P105
(2) 特殊標章
等の交付及び
管理

市長、消防長及び水防管理者は、国の定めるガイドライン
等に基づき作成する特殊標章及び身分証明書に関する交
付要綱に基づき、具体的な交付要綱を作成した上で、それ
ぞれ以下に示す職員等に対し、特殊標章等を交付及び使
用させる。

市長、消防長及び水防管理者は、「赤十字標章等及び特
殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン（平成17
年８月２日閣副安危第321号内閣官房副長官補（安全保
障・危機管理担当）付内閣参事官（事態法制担当）通知」に
基づき、具体的な交付要綱を作成した上で、それぞれ以下
に示す職員等に対し、特殊標章等を交付及び使用させる
（「市の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱（例）」
及び「消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付
要綱（例）」（平成17年10月27日消防国第30号国民保護室
長通知）を参考。）。

・文言の修正

108 第４編
第１章
２ 　重要施設
の考え方

P108 市内及び近隣地域に所在する重要施設が武力攻撃の対
象とされた場合、対処に特別な留意が必要と思われる特
性として、以下の観点が想定される。
・特殊災害の防除など特別の対処措置が必要な施設
・施設の機能停止により、市民生活に著しい支障を及ぼす
おそれがある施設
・不特定多数の者が利用しており、人的被害が多大となる
おそれがある施設
・事業者のみならず、幅広い関係機関が連携協力して対処
に当たる必要がある施設
これらの観点に鑑み、本編では、大規模駅、港湾施設、そ
の他市内の重要施設及び近隣地域にある原子力発電所
の４分類について、武力攻撃事態等における対処上の留
意点について定める。

市内に所在する重要施設が武力攻撃の対象とされた場
合、対処に特別な留意が必要と思われる特性として、以下
の観点が想定される。
・特殊災害の防除など特別の対処措置が必要な施設
・施設の機能停止により、市民生活に著しい支障を及ぼす
おそれがある施設
・不特定多数の者が利用しており、人的被害が多大となる
おそれがある施設
・事業者のみならず、幅広い関係機関が連携協力して対処
にあたる必要がある施設
これらの観点にかんがみ、本編では、大規模駅、港湾施
設、その他市内の重要施設及び近隣地域にある原子力発
電所の４分類について、武力攻撃事態等における対処上
の留意点について定める。

・文言の修正

109 第４編
第２章
５ 　施設利用
者等の避難
措置

P110
(1) 駅施設の
管理者による
避難措置

この場合、不特定多数の者が利用するという施設の特性
に鑑みて、適切な情報伝達及び避難誘導に努めるととも
に、避難誘導の措置に携わる職員の安全確保に十分留意
するよう要請する。

この場合、不特定多数の者が利用するという施設の特性
にかんがみて、適切な情報伝達及び避難誘導に努めると
ともに、避難誘導の措置に携わる職員の安全確保に十分
留意するよう要請する。

・文言の修正
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消防機関 通知 

通知 
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監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

110 第４編
第５章

P115 本市に隣接する柏崎市及び刈羽村には、東京電力ホール
ディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所が立地してい
る。
原子力発電所への武力攻撃（武力攻撃原子力災害）が発
生した場合、建造物等の破壊、火災等の他、放射性物質
又は放射線（以下「放射性物質等」という。）の発電所外へ
の放出に伴う被害が発生するおそれがあることから、原子
力発電所への武力攻撃に対する平常時の備えから事後対
策まで一連の措置に関して、法の規定する事項等につい
て本章において定め、的確な国民保護措置を講ずるものと
する

本市に隣接する柏崎市及びその隣接の刈羽村には、東京
電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所が立地している。
原子力発電所に対して武力攻撃が発生した場合、建造物
等の破壊、火災等の他、放射性物質又は放射線（以下「放
射性物質等」という。）の発電所外への放出に伴う被害が
発生するおそれがあることから、この計画において必要と
なる事項について定め、的確な国民保護措置を講ずるも
のとする。

・文言の修正

111 第４編
第５章

（削除） １ 　武力攻撃原子力災害への対処
市は、柏崎刈羽原子力発電所に武力攻撃災害を受けた場
合における周囲への影響を考慮し、次に掲げる措置を講
２ 　通報等及び実施体制の確立
(1) 武力攻撃の兆候の通報等
①　原子力事業者が行う通報
原子力事業者は、原子力発電所において、武力攻撃及び
武力攻撃災害の兆候を発見した場合は、直ちに県知事、
柏崎市長、刈羽村長、柏崎市消防本部消防長、柏崎警察
署長及び新潟海上保安部長に通報するものとされている。
②　県知事が行う通知
県知事は、上記の通報を受けた場合は、直ちに国（経済産
業省・消防庁）、原子力防災専門官等、上記の通報先以外
の市町村長、県警本部長、第九管区海上保安本部長に通
知又は確認するものとされている。
③　長岡市の対応
市長は、上記による通知又は確認があった場合、あらかじ
め整備した初動連絡体制に基づき必要な対応を図る。
(2) 放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報
等
　市長は、放射性物質等の放出又は放出のおそれに関す
る原子力防災管理者からの通報内容の通知を県知事から
受けたときは、あらかじめ定める連絡方法により、消防本
部など関係機関に連絡する。

・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直しに伴
い削除
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（削除） (3) 武力攻撃原子力災害の公示及び通知等
①　国対策本部長の公示等
国対策本部長は、武力攻撃に伴い原子力発電所から放射
性物質等が放射され、又は
放射されるおそれがある場合で、住民等の生命、身体又
は財産に危険が生ずるおそれ
があると認めるときは、直ちに次に掲げる事項の公示を行
い、総務大臣は、県知事に
その内容を通知するものとされている。
・応急対策を実施すべき区域
・武力攻撃原子力災害に係る事態の概要
・応急対策実施区域内の住民、公私の団体に周知させる
べき事項
②　県知事が行う通知
県知事は、総務大臣から公示の通知を受けたときは、防災
行政無線、一斉ファックス等により、次に掲げる関係者に
公示の内容を通知することとされている。
・柏崎市長、刈羽村長
・柏崎市消防本部消防長
・指定地方公共機関
・県の地域機関
・その他必要な関係機関
・県内市町村(長岡市ほか)
・県内消防本部(長岡市消防本部ほか)
③　長岡市の対応
市長は、県知事から上記公示の通知を受けたときは、警報
の通知の内容に準じて、関係機関に当該公示の内容を通
知する。
３ 　応急対策等
(1) 応急対策の実施
①　市長は、県知事から所要の応急対策を講ずべき旨の
指示を受けた場合は、関係機関に連絡するとともに、連携
して応急対策を行う。
②　市長は、応急措置、応急対策及び情報の収集を行う
者の安全の確保に十分配慮する。
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（削除） (2) 情報の伝達
市長は、国の対策本部長の公示により、市の区域が応急
対策を実施すべき区域として指定され、県知事からその旨
の通知を受けた場合には、速やかに次に掲げる者に対し、
防災行政無線等あらかじめ定める方法によりその内容を
通知する。
・市民等
・町内会等
・その他必要な関係機関
(3) 市民等の避難誘導
　市長は、県知事が市民等に対し避難の指示を行った場
合には、当該指示等の内容を踏まえ、避難実施要領を策
定し、市民等の避難誘導を行う。
(4) 警戒区域の設定
　市長は、武力攻撃原子力災害が発生し、又はまさに発生
しようとしている場合において、特に必要があると認めると
きは、警戒区域を設定し、武力攻撃原子力災害への対処
に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該警戒区域
への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域
からの退去を命ずる。
(5) 飲料水、飲食物の摂取制限等
市は、飲料水や飲食物の汚染状況を把握し、汚染水源の
使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止、汚染飲食物の摂取制
限等に関して必要な措置を行うとともに、県と協力して、汚
染農林水産物等の出荷規制等に関して必要な措置を講ず
る。
また、市は、代替飲料水・飲食物の供給等に関して、県と
協力のうえで応急措置を講ずる。
(6) 武力攻撃原子力災害合同対策協議会との連携
市は、緊急事態応急対策拠点施設（新潟県柏崎刈羽原子
力防災センター）に組織される武力攻撃原子力災害合同
対策協議会からの情報の収集に努める。
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112 第４編
第５章
１ 　武力攻撃
原子力災害に
対する基本姿
勢

P115 １ 　武力攻撃原子力災害に対する基本姿勢
市は、国、県、県内他市町村、原子力事業者、その他防災
関係機関と相互に連携しながら、平素から、東京電力ホー
ルディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所（以下「原子
力発電所」という。）を目標にした武力攻撃を想定し、防護
に備えることとする。
市は、原子力発電所に対して武力攻撃が発生したときは、
国、県、県内他市町村、原子力事業者、その他防災関係
機関と緊密な連携のもと、正確な情報収集及び伝達に努
めるとともに、対策本部等実施体制の迅速な確立を図る。
市は、国、県からの情報に基づき武力攻撃事態の推移を
見極め、国、県、県内他市町村、原子力事業者、その他防
災関係機関とともに、放射性物質等の放出による被害等を
最小にするための応急対策及び事後対策を的確かつ迅速
に実施し、住民の生命、身体及び財産の保護に最大限の
努力を行う。
原子力事業者は、原子力発電所に対し武力攻撃が発生し
た場合、又はそのおそれがある場合には、国からの命令
により原子炉の運転を停止し、又は事態の緊急性若しくは
県からの要請等を考慮のうえ自らの判断により原子炉の
運転を停止するなど、放射性物質等の放出を防止するた
め必要な措置を講ずるものとされている。
なお、武力攻撃原子力災害に係る上記措置の実施にあ
たっては、本計画に定めのない事項については、原則とし
て市地域防災計画（原子力災害対策編）等に定められた
措置に準じた措置を講ずる。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

113 第４編
第５章
２ 　武力攻撃
原子力災害
への備え

P115 ２ 　武力攻撃原子力災害への備え （追加）
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114 第４編
第５章
２ 　武力攻撃
原子力災害
への備え

P115
(1) 原子力事
業者の体制
整備

(1) 原子力事業者の体制整備
原子力事業者は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉
の規制に関する法律」に基づき、原子力発電所の安全を
確保するため、侵入者を防止する障壁の設置、施設の巡
視及び監視等についてあらかじめ定めるなど、警戒体制に
関し所要の措置を講ずるものとされている。
原子力事業者は、原子力災害対策特別措置法（以下「原
災法」という。）による原子力事業者防災業務計画の検証
に努めるとともに、武力攻撃原子力災害への対処のため
に必要な事項については国民保護業務計画等で定めるこ
とにより、武力攻撃原子力災害に際し、原子力防災管理者
（原災法第９条第１項の原子力防災管理者をいう。以下同
じ。）が的確かつ迅速に所要の措置を講じられる体制を整
備するものとされている。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

115 第４編
第５章
２ 　武力攻撃
原子力災害
への備え

P115
(2) 原子力発
電所の警備
の強化

(2) 原子力発電所の警備の強化
県警察は、新潟海上保安部等関係機関及び原子力事業
者と連携を図りながら、原子力発電所の警備について十分
な対策を講ずるものとされている。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

116 第４編
第５章
２ 　武力攻撃
原子力災害
への備え

P115
(3) 環境放射
線モニタリン
グ体制の強化

(3) 環境放射線モニタリング体制の強化
県は、武力攻撃事態等において放射性物質等が放出さ
れ、又はそのおそれがある場合に、原子力発電所の周辺
環境の放射性物質等に関するデータの迅速な収集及び提
供を行うことができるよう、県地域防災計画（原子力災害対
策編）の定めの例により、環境放射線モニタリング体制の
整備を図るものとされており、市は、これらの活動に協力す
る。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

117 第４編
第５章
２ 　武力攻撃
原子力災害
への備え

P116
(4) 被ばく医
療体制の強
化

(4) 被ばく医療体制の強化
県は、武力攻撃原子力災害が発生した場合の医療体制に
ついて、県地域防災計画（原子力災害対策編）の定めの例
により、緊急時医療本部を設置し、適切な緊急被ばく医療
活動を行うことができる体制を整備するものとされている。
市は、県の行う緊急被ばく医療体制の強化、県内の医療
機関における被ばく患者受入れ体制の充実等に協力する
とともに、平素から連携を図る。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し
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118 第４編
第５章
２ 　武力攻撃
原子力災害
への備え

P116
(5) 医療活動
用資機材等
の整備

(5) 医療活動用資機材等の整備
市は、県と協議の上、武力攻撃原子力災害の発生に備
え、医療活動用資機材のほか、安定ヨウ素剤等、放射性
物質の防除に必要な物資の備蓄先及び配布体制の整備
に努める。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

119 第４編
第５章
３ 　通報等及
び実施体制の
確立

P115
(1) 　武力攻
撃の兆候の
通報等

(1) 　武力攻撃の兆候の通報等
①　原子力事業者が行う通報
原子力事業者は、原子力発電所において、武力攻撃及び
武力攻撃災害の兆候を発見した場合は、直ちに原子力事
業者防災業務計画の定めるところにより、国、県、市町村
その他必要な機関に通報するものとされている。
②　知事が行う通知
知事は、上記①の通報を受けた場合は、直ちに国（原子力
規制委員会・消防庁）、原子力防災専門官等、上記の通報
先以外の市町村長、県警本部長、第九管区海上保安本部
長に通知又は確認するものとされている。
③　市長が行う通知
市長は、上記の通報を受けた場合は、市地域防災計画
（原子力災害対策編）の定めの例により、直ちに関係する
防災関係機関へ通知又は確認する。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

第４編
第５章
３ 　通報等及
び実施体制の
確立

P115
(2) 放射性物
質等の放出
等の通報等

(2) 放射性物質等の放出等の通報等
①　原子力防災管理者が行う通報
原子力防災管理者は、次に掲げる場合は、直ちにそれぞ
れに掲げる機関に通報するものとされている。
ア　武力攻撃によって原子力発電所から放射性物質等が
外部に放出され、又は放出されるおそれがあると認める場
合
・　内閣総理大臣
・　原子力規制委員会
・　新潟県知事
・　柏崎市長
・　刈羽村長
・　その他の県内市町村長
・　新潟県警察本部長
・　柏崎市消防本部消防長
・　柏崎警察署長
・　新潟海上保安部長
・　その他市地域防災計画（原子力災害対策編）で定める
関係機関等

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し
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イ　武力攻撃によって、県の区域内で事業所外運搬に使
用する容器から放射性物質等が外部に放出され、又は放
出されるおそれがあると認める場合
・　内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣
・　新潟県知事
・　当該事実が発生した場所を管轄する市町村長、警察本
部長、消防本部消防長、海上保安部長
②　知事が行う通知等
ア　知事は、上記①の通報を受けたときは、直ちに上記①
の通報先市町村以外の市町村及び関係指定地方公共機
関並びに県内各消防本部にその旨を通知するものとされ
ている。
イ　知事は、上記①の通報を受けたときは、状況を勘案の
うえ、必要に応じて自衛隊に対してその旨を通知するもの
とされている。
ウ　上記①の通報によらず、知事が放射性物質等の放出
を認める場合には、直ちに内閣総理大臣及び原子力規制
委員会（事業所外運搬にかかる事実の場合は内閣総理大
臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣）にその旨を通
報するものとされている。
エ　知事は、内閣総理大臣及び原子力規制委員会（事業
所外運搬にかかる事実の場合は内閣総理大臣、原子力規
制委員会及び国土交通大臣）から放射性物質等の放出に
ついて通知を受けたときは、直ちに関係指定地方公共機

（追加）

③　市長が行う通知等
ア　市長は、上記アの通報を受けたときは、市地域防災計
画（原子力災害対策編）の定めの例により、直ちに関係す
る防災関係機関へ通知又は確認する。
イ　上記アの通報によらず、市長は、放射性物質等が放出
され、又は放出されるおそれがあると認める場合には、直
ちに原子力事業者にその内容を確認するとともに、内閣総
理大臣及び原子力規制委員会（事業所外運搬にかかる事
実の場合は内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土
交通大臣）及び県にその旨を通報する。
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121 第４編
第５章
３ 　通報等及
び実施体制の
確立

P115
(3) 緊急事態
連絡室の設
置

(3) 緊急事態連絡室の設置
市長は、武力攻撃事態等の認定前において、原子力事業
者から上記の通報を受けた場合又は自ら武力攻撃の兆候
を発見し、若しくは武力攻撃による放射性物質の放出又は
放出するおそれがあることを確認し、必要と認めたときは、
第３編第１章１に基づき、緊急事態連絡室を速やかに設置
する。緊急事態連絡室においては、事態の進展に備え要
員の派遣、各種対策の準備を行う。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

122 第４編
第５章
３ 　通報等及
び実施体制の
確立

P115
(4) 緊急通報
の発令

(4) 緊急通報の発令
知事は、原子力事業者から武力攻撃災害の兆候を発見し
た旨の通報を受けた場合又は自ら武力攻撃災害の兆候を
発見し、若しくは武力攻撃災害による放射性物質の放出を
確認した場合において、住民の生命、身体又は財産に対
する危険を防止するため緊急の必要があると認めるとき
は、緊急通報を発令するものとされている。
また、知事は、緊急通報を発令した場合には速やかに国
対策本部長にその内容を報告するものとされている。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

123 第４編
第５章
３ 　通報等及
び実施体制の
確立

P115
(5) 市対策本
部の設置

(5) 市対策本部の設置
市長は、緊急事態連絡室を設置した後に政府において事
態認定が行われ、市対策本部を設置すべき市の指定が
あった場合は、直ちに市対策本部を設置する。
市対策本部を設置したときは、緊急事態連絡室は廃止す
る。また、市対策本部の設置前に災害対策基本法に基づく
措置が講じられている場合には、必要な調整を行う。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

124 第４編
第５章
３ 　通報等及
び実施体制の
確立

P116
(6) 現地対策
本部の設置

(6) 現地対策本部の設置
市長は、国民保護対策本部を設置すべき市の指定を受け
たときは、安全の確保に留意しつつ、原則として、国が現
地対策本部を設置する緊急事態応急対策等拠点施設（新
潟県柏崎刈羽原子力防災センター）に市現地対策本部を
設置し、国、県及び原子力災害対策を重点的に実施すべ
き区域を含む市町村の現地対策本部とともに武力攻撃原
子力災害合同対策協議会を組織する。
ただし、武力攻撃原子力災害による被害の状況又は武力
攻撃の排除等との調整の必要性に応じ、現地対策本部を
県庁等の代替施設に設置するものとされている。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

125 第４編
第５章
３ 　通報等及
び実施体制の
確立

P116
(7) 自衛隊の
部隊等の派
遣要請の求め

(7) 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め
市長は、武力攻撃原子力災害の発生等に際し、国民の保
護のための措置を円滑に実施するため必要があると認め
るときは、知事に対し、防衛大臣に自衛隊の部隊等の派遣
を要請するよう求める。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

126 第４編
第５章
３ 　通報等及
び実施体制の
確立

P116
(8) 国の命令
による原子炉
の運転停止

(8) 国の命令による原子炉の運転停止
原子力事業者は、国において武力攻撃の情報を総合的に
判断し、原子炉の運転停止の命令が行われた場合は、直
ちに原子炉の運転を停止するものとされている。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

127 第４編
第５章
３ 　通報等及
び実施体制の
確立

P116
(9) 原子力事
業者の判断に
よる原子炉の
運転停止

(9) 原子力事業者の判断による原子炉の運転停止
原子力事業者は、緊急を要する場合には、国の運転停止
命令を待たずに、運転マニュアル等に基づき、自らの判断
により原子炉の運転を停止するものとされている。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

128 第４編
第５章
３ 　通報等及
び実施体制の
確立

P116
(10) 武力攻撃
原子力災害
の公示の通
知

(10) 武力攻撃原子力災害の公示の通知
①　国対策本部の公示
国の対策本部長は、武力攻撃に伴い原子力発電所から放
射性物質等が放出され、又は放出されるおそれがある場
合で、住民の生命、身体又は財産に危険が生ずるおそれ
があると認めるときは、直ちに次に掲げる事項の公示を行
い、総務大臣は、知事にその内容を通知するものとされて
いる。
・　応急対策を実施すべき区域
・　武力攻撃原子力災害に係る事態の概要
・　応急対策実施区域内の住民、公私の団体に周知させる
べき事項
②　知事が行う通知
知事は、総務大臣から公示の通知を受けたときは、防災行
政無線、一斉ファクス等により、次に掲げる関係者に公示
の内容を通知するものとされている。
・　柏崎市長
・　刈羽村長
・　その他の県内市町村長
・　柏崎市消防本部消防長
・　その他の県内消防本部消防長
・　指定地方公共機関
・　県の地域機関
・　その他必要な関係機関

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

③　市長が行う通知
市長は、知事から公示の通知を受けたときは、警報の通知
の内容に準じて、関係機関に当該公示の内容を通知する。

（追加）

129 第４編
第５章
４ 　応急対策
等

P116
(1) 放射性物
質等の放出
等に係る事業
者の応急措
置等

(1) 放射性物質等の放出等に係る事業者の応急措置等
①　原子力防災管理者の応急措置
原子力防災管理者は、武力攻撃に伴い本章３(2)に規定す
る放射性物質等の放出等が発生した場合には、国民保護
法で準用する原災法（以下「準用原災法」という。）の規定
により、直ちに原子力防災組織に武力攻撃原子力災害の
発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせる
ものとされている。
②　応急措置等の報告等
原子力事業者は、準用原災法の規定により、内閣総理大
臣、原子力規制委員会、知事、市長村長（事業所外運搬に
係る事象の場合は内閣総理大臣、原子力規制委員会、国
土交通大臣、知事、当該事実が発生した場所を管轄する
市町村長）に対し、①の規定による措置の概要及び放射性
物質等の放出状況又は放出の見通し等を報告するものと
されている。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

130 第４編
第５章
４ 　応急対策
等

P119
(2) 応急対策

(2) 応急対策
①　応急対策の内容
市長は、国の対策本部長が武力攻撃原子力災害の公示
を行った場合は、関係機関とともに、次に掲げる応急対策
を実施する。
・　公示の内容その他武力攻撃原子力災害に関する情報
の伝達及び住民の避難に関する事項
・　放射線量の測定その他武力攻撃原子力災害に関する
情報の収集に関する事項
・　被災者の救難、救助その他保護に関する事項
・　施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関
する事項
・　犯罪の予防、交通の規制その他当該武力攻撃原子力
災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項
・　緊急輸送の確保に関する事項
・　食料、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく
放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の
応急措置の実施に関する事項
・　その他武力攻撃原子力災害の発生又は拡大の防止を
図るための措置に関する事項

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

②　応急対策の実施
ア　市長は、武力攻撃原子力災害の発生又は拡大を防止
するため、知事から所要の応急対策の実施の指示を受け
た場合は、消防本部及び関係機関に連絡するとともに、連
携して応急対策を行う。
イ　市長は、応急措置、応急対策及び情報の収集を行う者
の安全の確保に十分配慮するものとする。
ウ　原子力事業者は、準用原災法の規定により、知事、市
町村長その他の執行機関が実施する応急対策が迅速か
つ的確に行われるようにするため、原子力防災要員の派
遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講ずる
ものとされている。

（追加）

131 第４編
第５章
４ 　応急対策
等

P116
(3) 情報の伝
達

(3) 情報の伝達
知事、市長及び県警察本部長は、それぞれが実施する応
急対策等について、それぞれ次の①から④により伝達する
ものとされている。
①　知事が行う通知
知事は、応急対策の実施を決定したときは、防災行政無
線、一斉ファクス等により、次に掲げる関係者に公示の内
容を通知するものとされている。
・　柏崎市長
・　刈羽村長
・　その他の県内市町村長
・　柏崎市消防本部消防長
・　その他の県内消防本部消防長
・　指定地方公共機関
・　県の地域機関
・　その他必要な関係機関
②　市長が行う通知
市長は、国対策本部の公示により、市が応急対策を実施
すべき地域として指定された地域を管轄する場合におい
て、知事から上記の通知を受けたときは、速やかに次に掲
げる者に対し、防災行政無線等あらかじめ定める方法によ
りその内容を通知する。
・　市民等
・　町内会等
・　その他必要な関係機関

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

③　県警察が行う伝達
県警察は、市町村と協力し、住民に対する迅速かつ的確な
応急対策の内容の伝達に努めるものとされている。
④　指定公共機関等が行う伝達
知事は、指定公共機関等に対し、迅速かつ的確な応急対
策の内容の伝達に努めるよう要請するものとされている。

（追加）

132 第４編
第５章
４ 　応急対策
等

P116
(4) 住民の避
難等

(4) 住民の避難等
①　住民避難等の準備
市長は、武力攻撃原子力災害が発生し、又は発生するお
それがある場合には、モニタリング結果、プラントの状況、
気象情報等、必要な情報を遅滞なく把握・分析し、国、県
及び県内他市町村と協議し、住民避難等の準備に着手す
る。
②　避難の指示
ア　武力攻撃原子力災害が発生し、又は発生するおそれ
がある場合の原子力事業所周辺地域における住民の避
難について、国の基本指針において国の対策本部長は次
のような措置を講ずるものとされている。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

・　緊急時防護措置を準備する区域（避難準備区域（ＵＰＺ）
に相当する地域に　ついては、まずは屋内避難を指示する
とともに、その後の事態の推移等に応じ必要があると認め
るときは、武力攻撃の状況に留意しつつ、他の地域への避
難等を指示するものとする。
・　避難準備区域（ＵＰＺ）に相当する地域外については、事
態の推移等に応じ　必要があると認めるときは、避難準備
区域（ＵＰＺ）に相当する地域と同様の措置を指示するもの
とする。
・　屋内避難については、コンクリート建屋への屋内避難が
有効であることに留意するものとする。
イ　知事は、国の対策本部長から避難措置の指示があっ
たときは、避難住民の状況、要避難地域の地理的特性、
輸送手段の確保状況等を踏まえ、避難経路、輸送手段、
交通規制の方法等について迅速に調整を行い、関係市長
村長を経由して直ちに避難を指示するものとされている。
ウ　知事は、避難を指示する場合は、要避難地域、避難先
地域の他、避難経路や交通手段を示すものとされている。
エ　市長は、知事が市民等に対し避難の指示を行った場
合には、当該指示等の内容を踏まえ、避難実施要領を策
定し、市民等の避難誘導を行う。
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

③　退避の指示
ア　市長は、原子力発電所に対する武力攻撃の事実を発
見した場合等において、事態の状況により、知事の避難の
指示を待ついとまがないときは、必要と認める地域の住民
に対し、避難指示を待たずに退避の指示を行うとともに、
その旨を知事に通知する。
イ　知事は、緊急の必要があると認めるときは、自ら前項
に定める退避の指示を行うとともに、その旨を市町村長に
通知するものとされている。

（追加）

133 第４編
第５章
４ 　応急対策
等

P117
(5) 警戒区域
の設定

(5) 警戒区域の設定
①　市長は、武力攻撃原子力災害が発生し、又はまさに発
生しようとしている場合において、特に必要があると認める
ときは、警戒区域を設定し、武力攻撃原子力災害への対
処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該警戒区
域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区
域からの退去を命ずることができる。
②　知事は、武力攻撃原子力災害が発生し、又はまさに発
生しようとしている場合において、緊急の必要があると認
めるときは、自ら前項に規定する措置を講ずることができ
るものとされている。この場合は直ちに、その旨を市町村
長に通知するものとされている。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

134 第４編
第５章
４ 　応急対策
等

P117
(6) 環境放射
線モニタリン
グへの協力

(6) 環境放射線モニタリングへの協力
県は、武力攻撃原子力災害が発生した場合には、県民等
の生命及び身体を保護するため、環境放射線モニタリング
の強化等を行い、住民の避難又は退避、飲料水、飲食物
等の摂取制限等の防護対策に必要な情報を提供するもの
とされており、市は、県が行うこれらの活動に協力する。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

135 第４編
第５章
４ 　応急対策
等

P117
(7) 緊急被ば
く医療活動へ
の協力

(7) 緊急被ばく医療活動への協力
県は、武力攻撃原子力災害が発生し又は発生するおそれ
がある場合には、県地域防災計画（原子力災害対策編）の
定めの例により速やかに緊急時医療本部の設置準備を行
い、県対策本部が設置された場合には速やかに緊急時医
療本部を設置するとともに、必要に応じてスクリーニング
班、救護班、二次被ばく医療班等を編成し、緊急被ばく医
療活動を行うものとされており、市は、県が行うこれらの活
動に必要に応じて協力する。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し
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住 民 

市長による 

避難実施要領の策定 

その他関係機関 

市の支所・出張所等 

市の 

執行機関 

通知 

通知 

伝達 

報道関係者 

警察署 海上保安部長等 警察署 海上保安部 

消防機関 通知 

通知 

伝達 

提供 

監査委員、 

教育委員会等 

市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

136 第４編
第５章
４ 　応急対策
等

P117
(8) 安定ヨウ
素剤の配布
及び服用

(8) 安定ヨウ素剤の配布及び服用
県は、安定ヨウ素剤の配布及び服用について、県地域防
災計画（原子力災害対策編）の定めの例により実施するも
のとされている。

（追加） ・県国民保護計画、
市地域防災計画
（原子力災害対策
編）等を踏まえた見
直し

137 第４編
第５章
４ 　応急対策
等

P117
(9) 飲料水、
飲食物の摂
取制限等

(9) 飲料水、飲食物の摂取制限等
市は、市地域防災計画（原子力災害対策編）の定めの例
により、国及び県の指導、助言及び指示並びに放射性物
質による汚染状況調査に基づき、汚染水源の使用禁止、
汚染飲料水の飲用禁止、汚染飲食物の摂取制限等及びこ
れらの解除に関して必要な措置をとるとともに、汚染農林
水産物等の採取の禁止、出荷規制等及びこれらの解除に
関して必要な措置を行う。
また、市は、代替飲料水・飲食物の供給等に関して、県と
協力のうえで応急措置を講ずる。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し

138 第４編
第５章
４ 　応急対策
等

P117
(10) 事後対策
の実施

(10) 事後対策の実施
①　事後対策の内容
市長は、公示を取り消す旨の公示がされた場合は、知事、
他の市町村長、その他の執行機関、関係する指定公共機
関及び指定地方公共機関、原子力事業者とともに、次に
掲げる事後対策を実施する。
・　応急対策実施区域その他所要の区域における放射性
物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査
・　居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する
相談の実施その他医療に関する措置
・　放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らか
になっていないことに起因する商品の販売等の不振を防
止するための、応急対策実施区域等における放射性物質
の発散の状況に関する広報
・　その他、武力攻撃原子力災害の発生若しくは拡大の防
止又は武力攻撃原子力災害の復旧を図るための措置に
関する事項
②　事後対策を行ううえでの措置
ア　市長は、応急措置及び事後対策を講ずる者の安全の
確保に十分配慮する。
イ　原子力事業者は、準用原災法の規定により、知事、市
町村長その他の執行機関が実施する事後対策が迅速か
つ的確に行われるようにするため、原子力防災要員の派
遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講ずる
ものとされている。

（追加） ・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた見直し
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市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

139 第５編
第３章
２ 　生活関連
物資等の需
給監視

P120 市は、武力攻撃事態等において、物価の安定を図り、国民
生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上
重要な物資若しくは役務の適切な供給を図るとともに、価
格の高騰や買占め及び売惜しみを防止するために県等の
関係機関が実施する措置に協力する。

市は、武力攻撃事態等において、物価の安定を図り、国民
生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上
重要な物資若しくは役務（以下「生活関連物資等」という。）
の適切な供給を図るとともに、価格の高騰や買占め及び売
惜しみを防止するために県等の関係機関が実施する措置
に協力する。

・県国民保護計
画、市地域防災
計画（原子力災
害対策編）等を踏
まえた文言修正

140 第５編
第３章
４ 　生活基盤
等の確保

P121
(2) 公共的施
設の適切な管
理

道路等の管理者としての市は、当該公共的施設を適切に
管理する。

道路等の管理者としての市は、当該公共的施設を適切に
管理する。
ガス事業者である市は、ガスを安定的かつ適切に供給す
るために必要な措置を講ずる。

・市ガス事業の廃
止に伴う修正

141 第５編
第４章
３ 　総合調整
及び指示に係
る損失の補填

P123 ３ 　総合調整及び指示に係る損失の補填 ３ 　総合調整及び指示に係る損失の補てん ・文言修正
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